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学
校
適
正
化
に
関
す
る
関
係
者

の
意
見
か
ら
考
え
た
小
・
中
学

校
の
統
廃
合
計
画
の
見
直
し
に

つ
い
て

大
谷　

平
成
28
年
に
小
学
校
８

校
を
４
校
に
、
中
学
校
５
校
を

２
校
に
す
る
基
本
計
画（
素
案
）

を
作
り
、
11
月
か
ら
説
明
会
を

各
校
区
で
行
っ
た
が
、
疑
問
や

批
判
の
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た

た
め
計
画
を
延
期
し
、
意
見
交

換
会
を
平
成
29
年
１
月
か
ら
各

校
区
で
行
っ
た
。
そ
こ
で
も
心

配
や
疑
問
の
意
見
が
多
く
出
さ

れ
た
た
め
、
学
校
の
く
み
あ
わ

せ
を
変
え
た
、
小
学
校
８
校
を

４
校
に
、
中
学
校
５
校
を
２
校

に
す
る
学
校
適
正
化
基
本
計
画

（
案
）
を
策
定
し
、
平
成
30
年

１
月
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
の
募
集
や
中
央
公
民
館
で
説

明
会
を
開
催
し
た
が
、
こ
こ
で

も
心
配
や
疑
問
・
注
文
が
多
く

出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
小
・
中

学
校
の
統
廃
合
計
画
案
は
見
直

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

大
規
模
校
や
教
職
員
組
合
は

少
人
数
学
級
を
求
め
て
い
る
。

教
育
内
容
の
難
し
さ
や
テ
ス
ト

中
心
の
進
め
方
等
が
原
因
と
さ

れ
る
自
殺
や
い
じ
め
・
不
登
校

を
な
く
す
学
校
づ
く
り
に
重
点

を
置
い
た
と
り
く
み
が
大
切
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

教
育
部
長　

学
校
適
正
化
基
本

計
画
（
案
）
に
関
す
る
説
明
会

や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
ご

意
見
等
も
踏
ま
え
、
多
人
数
の

子
供
た
ち
に
よ
る
人
間
関
係
づ

く
り
・
部
活
動
な
ど
の
集
団
活

動
の
活
発
化
な
ど
の
教
育
成
果

の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

そ
の
他
の
一
般
質
問

１　

台
風
21
号
災
害
の
救
援
・
復

　
　

旧
の
取
組
と
災
害
防
止
の
取

　
　

組
に
つ
い
て

　
（
１
）
災
害
見
舞
金
の
支
給
に

　
　
　

  

つ
い
て

　
（
２
）
農
林
被
害
の
救
済
・
復

　
　
　

  

旧
に
つ
い
て

　
（
３
）
道
路
・
河
川
被
害
の
救

　
　
　

  

援
・
復
旧
に
つ
い
て

　
（
４
）
上
流
ダ
ム
緊
急
放
流
防

　
　
　

  

止
に
関
す
る
調
査
に
つ

　
　
　

  

い
て

　
（
５
）
吉
野
川
河
川
の
堤
防
工

　
　
　

  

事
の
効
果
的
な
推
進
に

　
　
　

  

つ
い
て

２　

水
道
行
政
に
関
す
る
開
発
負

　
　

担
金
の
確
認
及
び
課
題
の
効

　

    

果
的
な
推
進
に
つ
い
て

　
（
１
）
住
宅
開
発
や
工
業
団
地

　
　
　

  

開
発
等
の
開
発
負
担
金

　
　
　

  

の
確
認
に
つ
い
て

　
（
２
）
石
綿
管
の
効
果
的
な
交

　
　
　

  

換
に
つ
い
て

　
（
３
）
奈
良
県
の
五
條
市
・
吉

            

野
郡
３
町
の
水
道
広
域    

            

化
に
関
す
る
１
市
３
町

            

の
メ
リ
ッ
ト
の
追
求
と

            

早
期
の
掌
握
に
つ
い
て

３　

広
報
五
條
の
正
確
な
広
報
活

       

動
に
つ
い
て

　
（
１
）
広
報
五
條
２
月
号
の
個            

            

人
番
号
掲
載
記
事
に
つ

            

い
て

　
（
２
）
広
報
五
條
３
月
号
の
国

            

民
健
康
保
険
掲
載
記
事            

            

に
つ
い
て

４　

憲
法
改
正
案
の
危
険
性
か
ら

       

考
え
た
陸
上
自
衛
隊
駐
屯
地       

       

誘
致
の
見
直
し
に
つ
い
て

し
て
早
く
進
め
る
べ
き
で
は
。

答
弁　

地
域
と
の
協
議
も
あ
る
が
、

新
築
の
と
こ
ろ
は
で
き
る
だ
け
早

く
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

委
員　

協
議
が
長
引
く
こ
と
で
認

定
こ
ど
も
園
の
設
置
が
遅
く
な
っ

た
り
、
先
が
見
え
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
お
願
い
す

る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

等
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
し
な

い
場
合
の
交
付
税
措
置
の
ペ
ナ
ル

テ
ィ
は
あ
る
の
か
。

答
弁　

現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
聞
い
て
い
な
い
。

委
員　

今
回
の
改
正
に
よ
る
減
額

さ
れ
る
金
額
は
。

答
弁　

平
均
で
70
万
円
く
ら
い
下

が
る
。

委
員　

本
市
給
与
額
と
他
市
と
の

比
較
は
。

答
弁　

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
95
．

３
で
、
県
下
12
市
中
11
位
で
あ
る
。

委
員　

人
事
院
勧
告
で
な
い
な
ら
、

慎
重
に
審
議
し
て
も
良
い
の
で
は

な
い
か
。

五
條
市
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
設

置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

賀
名
生
分
校
寄
宿
舎
入
寮

者
の
給
食
費
の
保
護
者
負
担
額
は
。

答
弁　

食
事
の
量
を
中
学
生
よ
り

若
干
増
や
す
な
ど
の
ほ
か
、
国
の

補
助
金
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
月

額
５
千
円
を
設
定
し
て
い
る
。

平
成
29
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
８
号
）
に
つ
い
て

委
員　

花
咲
寮
整
備
事
業
及
び
ご

み
中
継
施
設
敷
地
整
備
事
業
に
つ

い
て
、
事
業
内
容
の
検
討
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た
理
由
は
。　

答
弁　

花
咲
寮
整
備
事
業
は
、
５

年
前
の
基
本
計
画
時
か
ら
建
設
資

材
等
の
大
幅
な
上
昇
の
ほ
か
、
災

害
時
の
自
家
発
電
装
置
導
入
の
追

加
等
で
事
業
費
の
増
加
が
見
込
ま

れ
、
事
業
費
圧
縮
の
検
討
に
時
間

を
要
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

ご
み
中
継
施
設
敷
地
整
備
事
業

に
つ
い
て
は
、
県
と
の
事
前
協
議

の
結
果
、
変
更
が
あ
り
詳
細
設
計

段
階
で
技
術
的
な
問
題
が
生
じ
た

た
め
で
あ
る
。

委
員　

ど
の
よ
う
な
事
業
に
お
い

て
も
し
っ
か
り
と
協
議
検
討
し
た

う
え
で
事
業
計
画
を
立
て
て
予
算

化
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

委
員　

台
風
21
号
に
よ
る
激
甚
指

定
を
受
け
た
箇
所
は
。

答
弁　

１
月
の
専
決
分
も
含
め
る

と
道
路
が
25
箇
所
、
河
川
が
11
箇

所
、
農
地
施
設
は
19
箇
所
、
農
地

が
12
箇
所
で
あ
る
。

委
員　

ふ
る
さ
と
五
條
市
応
援
寄

附
金
業
務
委
託
料
の
追
加
は
。

答
弁　

今
年
度
の
ふ
る
さ
と
納
税

は
１
，
０
３
０
万
円
の
増
額
を
見

込
ん
で
お
り
、
５
，
８
０
０
件
を

予
定
し
て
い
る
。

委
員　

畜
産
競
争
力
強
化
対
策
整

備
事
業
の
内
容
は
。

答
弁　

県
の
許
可
を
受
け
た
畜
産

ク
ラ
ス
タ
ー
計
画
に
基
づ
く
施
設

の
整
備
で
あ
る
。

　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

　

例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
の

　

議
案
は
、
審
査
の
の
ち
、
起
立

　

採
決
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
起

　

立
採
決
の
結
果
、
否
決
と
な
り

　

ま
し
た
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

　
五
條
市
認
定
こ
ど
も
園
整
備
推
進

実
施
委
員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い

て　委
員　

推
進
委
員
の
保
護
者
は
ど

の
よ
う
な
方
に
な
る
の
か
。

答
弁　

幼
稚
園
・
保
育
所
代
表
の

方
を
各
１
名
、
未
就
学
児
保
護
者

代
表
１
名
を
予
定
し
て
い
る
。

委
員　
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
」
で
は
、
平
成
32
年

ま
で
と
い
う
目
標
が
定
め
ら
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
り
、
認
定
こ
ど
も

園
整
備
は
少
子
化
対
策
の
一
環
と
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サ
ー
ビ
ス
の
計
画
を
立
て
る
こ
と

に
対
し
て
、
よ
り
市
町
村
が
積
極

的
に
支
援
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
保
健
機
能
強
化
と
い
う
観
点

か
ら
よ
り
密
接
に
高
齢
者
の
支
援

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。

五
條
市
し
尿
汲
取
料
等
審
議
会
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

料
金
改
定
の
経
緯
は
。

答
弁　

平
成
17
年
10
月
の
合
併
協

議
会
で
は
当
分
の
間
現
行
ど
お
り

と
し
、
随
時
調
整
す
る
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
後
、
平
成
20
年
12
月

議
会
に
提
案
し
た
が
承
認
い
た
だ

け
ず
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

委
員　

五
條
市
全
域
を
一
律
料
金

と
す
る
の
か
。

答
弁　

大
塔
町
・
西
吉
野
町
な
ど

の
地
域
性
や
距
離
な
ど
の
条
件
も

踏
ま
え
て
審
議
会
で
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
條
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
の
オ

ー
プ
ン
時
期
は
。

答
弁　

道
路
整
備
が
遅
れ
て
い
る

が
４
月
に
仮
オ
ー
プ
ン
し
、
本
格

稼
働
は
道
路
整
備
状
況
を
見
て
対

応
し
た
い
。

委
員　

地
域
で
も
建
設
を
知
ら
な

い
方
が
お
り
、
説
明
不
足
で
あ
る
。

五
條
市
活
性
化
の
た
め
市
内
外
に

広
報
・
宣
伝
し
て
も
ら
い
た
い
。

委
員　

新
町
と
の
周
遊
ル
ー
ト
と

し
て
地
域
活
性
化
を
図
る
に
は
、

駐
車
場
の
台
数
12
台
で
は
少
な
い

の
で
は
な
い
か
。

答
弁　

辯
天
宗
の
駐
車
場
を
共
有

し
、
有
効
に
使
え
る
予
定
と
な
っ

て
い
る
。

委
員　

当
面
は
直
営
で
運
営
す
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
担
当
課
は

ど
こ
に
な
る
の
か
。

答
弁　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
が
担

当
す
る
予
定
で
、
企
業
観
光
戦
略

課
と
連
携
し
、
将
来
的
に
は
企
業

観
光
戦
略
課
が
担
当
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。

委
員　

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
の
場

所
が
国
道
か
ら
入
り
込
ん
で
い
る

た
め
、
見
え
に
く
い
と
い
う
話
も

聞
く
。
存
在
を
知
ら
せ
る
宣
伝
施

設
が
必
要
と
考
え
る
。

答
弁　

看
板
や
観
光
協
会
な
ど
で

情
報
発
信
し
な
が
ら
広
く
周
知
で

き
る
対
応
を
し
て
い
き
た
い
。

五
條
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

県
単
位
化
に
伴
う
保
険
税

の
見
通
し
は
。

答
弁　

平
成
36
年
度
の
県
下
統
一

保
険
料
水
準
を
目
指
し
、
五
條
市

保
険
税
方
針
で
は
２
回
引
き
上
げ

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　
五
條
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
の
人
員
及
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

市
が
指
定
権
限
を
担
当
す

る
に
当
た
り
人
員
や
経
費
は
増
加

す
る
の
か
。

答
弁　

権
限
委
譲
に
伴
う
経
費
等

は
発
生
せ
ず
、
現
在
の
職
員
で
対

応
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

委
員　

県
か
ら
市
に
委
譲
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
は
あ

る
の
か
。

答
弁　

高
齢
者
に
対
す
る
支
援
の

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
事
業
に
つ
い
て

委
員　

事
業
の
採
算
性
は
。

答
弁　

大
塔
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
跡
地
に
加
工
施
設
を
建
て
、

木
質
チ
ッ
プ
と
ラ
ミ
ナ
ー
を
生
産

し
発
電
所
に
販
売
す
る
計
画
で
、

年
間
約
２
０
０
万
円
の
黒
字
を
見

込
ん
で
い
る
。

大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

委
員　

大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー
の

今
後
の
運
営
は
。

答
弁　

星
や
温
泉
な
ど
の
資
源
が

商
品
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
企
業
運

営
が
停
滞
気
味
で
あ
る
。
組
織
改

革
の
た
め
に
地
域
商
社
的
な
会
社

組
織
と
し
て
展
開
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
る
。

委
員　

大
塔
の
存
在
に
関
わ
る
事

業
な
の
で
、
将
来
を
見
据
え
て
地

域
商
社
を
作
り
上
げ
て
い
た
だ
き

た
い
。

移
住
体
験
型
住
宅
に
つ
い
て

委
員　

西
吉
野
の
移
住
体
験
型
住

宅
の
利
用
者
と
滞
在
日
数
は
。

答
弁　

現
時
点
で
平
成
29
年
度
は

５
組
26
名
、
滞
在
延
べ
日
数
は
12

日
と
な
っ
て
い
る
。

委
員　

せ
っ
か
く
整
備
し
た
施
設

な
の
で
し
っ
か
り
と
周
知
を
お
願

い
す
る
。

歳
出
に
つ
い
て

総
務
費
に
つ
い
て

委
員　

地
域
公
共
交
通
の
委
託
料

増
額
の
要
因
は
。

答
弁　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
国

庫
補
助
金
の
変
更
や
南
奈
良
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
通
院
ラ
イ
ン
の
増

便
に
係
る
費
用
の
た
め
で
あ
る
。

委
員　

防
犯
灯
補
助
金
は
何
箇
所

を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　

２
５
０
箇
所
を
想
定
し
て

い
る
が
30
年
度
は
申
請
方
法
の
改

定
を
検
討
し
て
い
る
。

委
員　

幻
の
五
新
鉄
道
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
委
託
料
の
内
容
は
。

答
弁　

五
新
線
の
ト
ン
ネ
ル
等
の

活
用
に
向
け
た
調
査
点
検
等
業
務

と
木
レ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト
委
託
で
あ

る
。

民
生
費
に
つ
い
て

委
員　

新
婚
生
活
支
援
補
助
金
の

内
容
は
。

答
弁　

経
済
的
な
理
由
で
結
婚
に

踏
み
出
せ
な
い
世
帯
を
対
象
に
新

生
活
を
経
済
的
に
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

衛
生
費
に
つ
い
て

委
員　

空
き
家
再
生
等
推
進
事
業

補
助
金
の
内
容
は
。

答
弁　

老
朽
危
険
空
き
家
の
除
去

工
事
に
要
し
た
費
用
の
２
分
の
１

を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員　

こ
の
よ
う
な
補
助
金
を
使

っ
て
周
辺
住
民
の
不
安
を
軽
減
で

き
る
よ
う
な
取
組
を
今
後
も
お
願

い
す
る
。

農
林
業
費
に
つ
い
て

委
員　

農
業
次
世
代
人
材
投
資
資

金
の
内
容
は
。

答
弁　

就
農
後
５
年
以
内
を
対
象

に
、
就
農
初
期
段
階
の
所
得
確
保
・

安
定
化
を
図
る
も
の
で
、
最
長
５

年
間
の
給
付
で
、
30
年
度
予
算
で

は
15
名
を
予
定
し
て
い
る
。

商
工
費
に
つ
い
て

委
員　

榮
山
寺
緑
地
公
園
の
整
備

内
容
は
。

答
弁　

現
在
設
置
し
て
い
る
看
板

が
老
朽
化
し
て
い
る
た
め
新
し
く

製
作
し
、
遊
歩
道
の
木
製
手
す
り

を
新
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員　

目
に
つ
く
場
所
に
看
板
を

設
置
す
れ
ば
Ｐ
Ｒ
効
果
も
上
が
る

と
思
う
の
で
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　
総
括
質
問

上
野
公
園
の
災
害
復
旧
に
つ
い
て

委
員　

上
野
公
園
が
一
定
期
間
使

用
で
き
な
い
間
、
他
の
グ
ラ
ウ
ン

ド
や
施
設
を
斡
旋
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　

随
時
案
内
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
。

各
種
団
体
の
補
助
金
に
つ
い
て

委
員　

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
の

増
減
は
。

答
弁　

諸
事
情
に
よ
り
廃
止
さ
れ

た
も
の
も
あ
り
、
検
証
・
精
査
の

上
廃
止
・
縮
小
を
含
め
見
直
し
た
。

委
員　

減
額
す
る
場
合
は
し
っ
か

り
と
理
由
の
説
明
を
お
願
い
す
る
。

委
員　

明
治
維
新
１
５
０
年
記
念

事
業
の
内
容
は
。

答
弁　

市
内
で
明
治
維
新
１
５
０

年
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
、
記
念

講
演
や
天
誅
組
の
映
像
上
映
な
ど

を
行
う
予
定
で
あ
る
。

土
木
費
に
つ
い
て

委
員　

中
央
公
園
親
水
広
場
新
設

工
事
内
容
は
。

答
弁　

ふ
わ
ふ
わ
ド
ー
ム
南
側
に

レ
イ
ア
ウ
ト
し
、
直
径
20
メ
ー
ト

ル
の
円
形
噴
水
仕
様
で
飲
食
物
の

物
販
施
設
も
併
設
す
る
予
定
で
あ

る
。

委
員　

噴
水
施
設
の
水
圧
で
事
故

が
起
き
な
い
よ
う
取
組
を
お
願
い

す
る
。

教
育
費
に
つ
い
て

委
員　

オ
ン
ラ
イ
ン
英
会
話
授
業

シ
ス
テ
ム
の
内
容
は
。

答
弁　

２
０
２
０
年
か
ら
新
学
習

要
領
で
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
小

学
校
の
英
語
教
科
化
に
対
応
す
る

た
め
、
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
オ
ン

ラ
イ
ン
英
会
話
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
て
い
る
。

予
算
審
査
特
別
委
員
会

る
こ
と
を
提
案
、
今
回
は
１
回
目

の
引
き
上
げ
で
あ
る
。

委
員　

国
民
健
康
保
険
を
維
持
す

る
に
は
値
上
げ
も
致
し
方
な
い
が
、

医
療
費
を
抑
え
る
取
組
や
健
康
増

進
プ
ラ
ン
な
ど
で
健
康
な
世
代
を

増
や
す
取
組
も
同
時
に
進
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

五
條
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

委
員　

基
金
を
活
用
せ
ず
策
定
し

た
月
額
の
保
険
料
と
、
基
金
を
活

用
し
て
策
定
し
た
保
険
料
、
ま
た

基
金
活
用
額
は
い
く
ら
に
な
る
の

か
。

答
弁　

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計

画
を
策
定
し
た
段
階
で
試
算
す
る

と
基
準
月
額
が
６
，
９
１
３
円
、

基
金
２
億
７
，
０
０
０
万
円
の
う

ち
１
億
６
，
１
０
０
万
円
を
取
り

崩
し
、
基
準
月
額
を
６
，
４
５
０

円
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
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サ
ー
ビ
ス
の
計
画
を
立
て
る
こ
と

に
対
し
て
、
よ
り
市
町
村
が
積
極

的
に
支
援
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
保
健
機
能
強
化
と
い
う
観
点

か
ら
よ
り
密
接
に
高
齢
者
の
支
援

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。

五
條
市
し
尿
汲
取
料
等
審
議
会
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

料
金
改
定
の
経
緯
は
。

答
弁　

平
成
17
年
10
月
の
合
併
協

議
会
で
は
当
分
の
間
現
行
ど
お
り

と
し
、
随
時
調
整
す
る
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
後
、
平
成
20
年
12
月

議
会
に
提
案
し
た
が
承
認
い
た
だ

け
ず
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

委
員　

五
條
市
全
域
を
一
律
料
金

と
す
る
の
か
。

答
弁　

大
塔
町
・
西
吉
野
町
な
ど

の
地
域
性
や
距
離
な
ど
の
条
件
も

踏
ま
え
て
審
議
会
で
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
條
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
の
オ

ー
プ
ン
時
期
は
。

答
弁　

道
路
整
備
が
遅
れ
て
い
る

が
４
月
に
仮
オ
ー
プ
ン
し
、
本
格

稼
働
は
道
路
整
備
状
況
を
見
て
対

応
し
た
い
。

委
員　

地
域
で
も
建
設
を
知
ら
な

い
方
が
お
り
、
説
明
不
足
で
あ
る
。

五
條
市
活
性
化
の
た
め
市
内
外
に

広
報
・
宣
伝
し
て
も
ら
い
た
い
。

委
員　

新
町
と
の
周
遊
ル
ー
ト
と

し
て
地
域
活
性
化
を
図
る
に
は
、

駐
車
場
の
台
数
12
台
で
は
少
な
い

の
で
は
な
い
か
。

答
弁　

辯
天
宗
の
駐
車
場
を
共
有

し
、
有
効
に
使
え
る
予
定
と
な
っ

て
い
る
。

委
員　

当
面
は
直
営
で
運
営
す
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
担
当
課
は

ど
こ
に
な
る
の
か
。

答
弁　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
が
担

当
す
る
予
定
で
、
企
業
観
光
戦
略

課
と
連
携
し
、
将
来
的
に
は
企
業

観
光
戦
略
課
が
担
当
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。

委
員　

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
の
場

所
が
国
道
か
ら
入
り
込
ん
で
い
る

た
め
、
見
え
に
く
い
と
い
う
話
も

聞
く
。
存
在
を
知
ら
せ
る
宣
伝
施

設
が
必
要
と
考
え
る
。

答
弁　

看
板
や
観
光
協
会
な
ど
で

情
報
発
信
し
な
が
ら
広
く
周
知
で

き
る
対
応
を
し
て
い
き
た
い
。

五
條
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

県
単
位
化
に
伴
う
保
険
税

の
見
通
し
は
。

答
弁　

平
成
36
年
度
の
県
下
統
一

保
険
料
水
準
を
目
指
し
、
五
條
市

保
険
税
方
針
で
は
２
回
引
き
上
げ

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　
五
條
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
の
人
員
及
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

市
が
指
定
権
限
を
担
当
す

る
に
当
た
り
人
員
や
経
費
は
増
加

す
る
の
か
。

答
弁　

権
限
委
譲
に
伴
う
経
費
等

は
発
生
せ
ず
、
現
在
の
職
員
で
対

応
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

委
員　

県
か
ら
市
に
委
譲
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
は
あ

る
の
か
。

答
弁　

高
齢
者
に
対
す
る
支
援
の

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
事
業
に
つ
い
て

委
員　

事
業
の
採
算
性
は
。

答
弁　

大
塔
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
跡
地
に
加
工
施
設
を
建
て
、

木
質
チ
ッ
プ
と
ラ
ミ
ナ
ー
を
生
産

し
発
電
所
に
販
売
す
る
計
画
で
、

年
間
約
２
０
０
万
円
の
黒
字
を
見

込
ん
で
い
る
。

大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

委
員　

大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー
の

今
後
の
運
営
は
。

答
弁　

星
や
温
泉
な
ど
の
資
源
が

商
品
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
企
業
運

営
が
停
滞
気
味
で
あ
る
。
組
織
改

革
の
た
め
に
地
域
商
社
的
な
会
社

組
織
と
し
て
展
開
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
る
。

委
員　

大
塔
の
存
在
に
関
わ
る
事

業
な
の
で
、
将
来
を
見
据
え
て
地

域
商
社
を
作
り
上
げ
て
い
た
だ
き

た
い
。

移
住
体
験
型
住
宅
に
つ
い
て

委
員　

西
吉
野
の
移
住
体
験
型
住

宅
の
利
用
者
と
滞
在
日
数
は
。

答
弁　

現
時
点
で
平
成
29
年
度
は

５
組
26
名
、
滞
在
延
べ
日
数
は
12

日
と
な
っ
て
い
る
。

委
員　

せ
っ
か
く
整
備
し
た
施
設

な
の
で
し
っ
か
り
と
周
知
を
お
願

い
す
る
。

歳
出
に
つ
い
て

総
務
費
に
つ
い
て

委
員　

地
域
公
共
交
通
の
委
託
料

増
額
の
要
因
は
。

答
弁　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
国

庫
補
助
金
の
変
更
や
南
奈
良
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
通
院
ラ
イ
ン
の
増

便
に
係
る
費
用
の
た
め
で
あ
る
。

委
員　

防
犯
灯
補
助
金
は
何
箇
所

を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　

２
５
０
箇
所
を
想
定
し
て

い
る
が
30
年
度
は
申
請
方
法
の
改

定
を
検
討
し
て
い
る
。

委
員　

幻
の
五
新
鉄
道
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
委
託
料
の
内
容
は
。

答
弁　

五
新
線
の
ト
ン
ネ
ル
等
の

活
用
に
向
け
た
調
査
点
検
等
業
務

と
木
レ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト
委
託
で
あ

る
。

民
生
費
に
つ
い
て

委
員　

新
婚
生
活
支
援
補
助
金
の

内
容
は
。

答
弁　

経
済
的
な
理
由
で
結
婚
に

踏
み
出
せ
な
い
世
帯
を
対
象
に
新

生
活
を
経
済
的
に
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

衛
生
費
に
つ
い
て

委
員　

空
き
家
再
生
等
推
進
事
業

補
助
金
の
内
容
は
。

答
弁　

老
朽
危
険
空
き
家
の
除
去

工
事
に
要
し
た
費
用
の
２
分
の
１

を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員　

こ
の
よ
う
な
補
助
金
を
使

っ
て
周
辺
住
民
の
不
安
を
軽
減
で

き
る
よ
う
な
取
組
を
今
後
も
お
願

い
す
る
。

農
林
業
費
に
つ
い
て

委
員　

農
業
次
世
代
人
材
投
資
資

金
の
内
容
は
。

答
弁　

就
農
後
５
年
以
内
を
対
象

に
、
就
農
初
期
段
階
の
所
得
確
保
・

安
定
化
を
図
る
も
の
で
、
最
長
５

年
間
の
給
付
で
、
30
年
度
予
算
で

は
15
名
を
予
定
し
て
い
る
。

商
工
費
に
つ
い
て

委
員　

榮
山
寺
緑
地
公
園
の
整
備

内
容
は
。

答
弁　

現
在
設
置
し
て
い
る
看
板

が
老
朽
化
し
て
い
る
た
め
新
し
く

製
作
し
、
遊
歩
道
の
木
製
手
す
り

を
新
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員　

目
に
つ
く
場
所
に
看
板
を

設
置
す
れ
ば
Ｐ
Ｒ
効
果
も
上
が
る

と
思
う
の
で
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　
総
括
質
問

上
野
公
園
の
災
害
復
旧
に
つ
い
て

委
員　

上
野
公
園
が
一
定
期
間
使

用
で
き
な
い
間
、
他
の
グ
ラ
ウ
ン

ド
や
施
設
を
斡
旋
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　

随
時
案
内
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
。

各
種
団
体
の
補
助
金
に
つ
い
て

委
員　

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
の

増
減
は
。

答
弁　

諸
事
情
に
よ
り
廃
止
さ
れ

た
も
の
も
あ
り
、
検
証
・
精
査
の

上
廃
止
・
縮
小
を
含
め
見
直
し
た
。

委
員　

減
額
す
る
場
合
は
し
っ
か

り
と
理
由
の
説
明
を
お
願
い
す
る
。

委
員　

明
治
維
新
１
５
０
年
記
念

事
業
の
内
容
は
。

答
弁　

市
内
で
明
治
維
新
１
５
０

年
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
、
記
念

講
演
や
天
誅
組
の
映
像
上
映
な
ど

を
行
う
予
定
で
あ
る
。

土
木
費
に
つ
い
て

委
員　

中
央
公
園
親
水
広
場
新
設

工
事
内
容
は
。

答
弁　

ふ
わ
ふ
わ
ド
ー
ム
南
側
に

レ
イ
ア
ウ
ト
し
、
直
径
20
メ
ー
ト

ル
の
円
形
噴
水
仕
様
で
飲
食
物
の

物
販
施
設
も
併
設
す
る
予
定
で
あ

る
。

委
員　

噴
水
施
設
の
水
圧
で
事
故

が
起
き
な
い
よ
う
取
組
を
お
願
い

す
る
。

教
育
費
に
つ
い
て

委
員　

オ
ン
ラ
イ
ン
英
会
話
授
業

シ
ス
テ
ム
の
内
容
は
。

答
弁　

２
０
２
０
年
か
ら
新
学
習

要
領
で
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
小

学
校
の
英
語
教
科
化
に
対
応
す
る

た
め
、
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
オ
ン

ラ
イ
ン
英
会
話
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
て
い
る
。

予
算
審
査
特
別
委
員
会

る
こ
と
を
提
案
、
今
回
は
１
回
目

の
引
き
上
げ
で
あ
る
。

委
員　

国
民
健
康
保
険
を
維
持
す

る
に
は
値
上
げ
も
致
し
方
な
い
が
、

医
療
費
を
抑
え
る
取
組
や
健
康
増

進
プ
ラ
ン
な
ど
で
健
康
な
世
代
を

増
や
す
取
組
も
同
時
に
進
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

五
條
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

委
員　

基
金
を
活
用
せ
ず
策
定
し

た
月
額
の
保
険
料
と
、
基
金
を
活

用
し
て
策
定
し
た
保
険
料
、
ま
た

基
金
活
用
額
は
い
く
ら
に
な
る
の

か
。

答
弁　

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計

画
を
策
定
し
た
段
階
で
試
算
す
る

と
基
準
月
額
が
６
，
９
１
３
円
、

基
金
２
億
７
，
０
０
０
万
円
の
う

ち
１
億
６
，
１
０
０
万
円
を
取
り

崩
し
、
基
準
月
額
を
６
，
４
５
０

円
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る



議 案 名

議
決
結
果

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

議 案 名 議　案　の　概　要

議第８号　職員の退職手当に関する条例等の一部改正
について

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が
改正されたことに伴う、条例の一部改正
（公布の日から施行）

議第１４号　五條市国民健康保険税条例の一部改正に
ついて
議第２６号　平成３０年度五條市国民健康保険特別会
計予算議定について
発議第１号　洪水回避等を目的とした流量確保のため
の中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書に
ついて

平成３０年第１回３月定例会の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　欠＝欠席　　退＝退席　　長 ＝議長

　 議長交際費は、議長が五條市議会を代表して、議会運営上、特に必要と認める場合に予算の範囲内で
支出する経費です。　
　支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限になるよう努めています。
　平成２９年度の下半期（１０月～３月）の支出状況は、次のとおりです。　

　☆その他経費　　　６件　   ６５，１１０円　　☆儀礼的経費　　　５件   　４０，２００円
　☆賛助的経費　　　９件　   ４９，０００円　　　  合　　計  　   ２０件   １５４，３１０円

● ●

17 表決結果と議決結果ほか 16表決結果と議決結果

議 案 名 議　案　の　概　要

五條市過疎地域自立促進計画の一部変更について 事業内容の追加により、計画の変更を要するため
平成２９年度五條市一般会計補正予算（第８号）議定
について

五條市立学校給食センター設置条例の一部改正につい
て

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の生徒に学校
給食を提供するため（平成３０年４月１日から施行）

五條市認定こども園整備推進実施委員会条例の制定に
ついて

五條市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基
準等に関する条例の制定について

五條市立認定こども園の整備に伴い、施設の運営等に関
し、具体的な調査・審議を行う必要があるため
（平成３０年４月１日から施行）

五條市し尿汲取料等審議会条例の制定について

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい
て

一般職の給与について平成２９年８月８日付の人事院勧
告を受け改定された国家公務員給与に準じた改定を行う
ため（公布の日から施行、第２条・第４条及び附則第３
条は平成３０年４月１日から施行）

議第５号　五條市議会議員の議員報酬等に関する条例
の一部改正について

介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者の指
定権限が委譲されることに伴い、これらの申請に係る審
査手数料に係る規定を整備するため
（平成３０年４月１日から施行・経過措置）

五條市観光交流センターの設置及び管理に関し必要な事
項を定めるため（規則で定める日から施行）

五條市観光交流センター条例の制定について

所属機関の新規設置に伴う規定の整備を行うため（公布
の日から施行、第２条は平成３０年４月１日から施行）

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関す
る条例の一部改正について

長● ○● ●● ●○● ● 否決○ ●
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司
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岡     
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司
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秀

  

吉   
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康
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龍   

雄

  

山   

口     

耕   

司
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塚    　
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吉   

田     
雅   
範

専決処分の報告、承認を求めることについて
(平成２９年度五條市一般会計補正予算（第７号）)

台風２１号災害等で被災した市道等の早期着工に係る予
算措置に急を要したため、専決処分を行った

長○ ○● ○○ ○○○ ○ 可決● ●

長○ ○○ ○○ ○○○ ○ 可決● ●

本市の公正妥当なし尿汲取料を検討するための五條市し
尿汲取料等審議会を設置するため（公布の日から施行）

五條市手数料徴収条例の一部改正について

五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部改正について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行
うため（平成３０年４月１日から施行）

五條市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい
て

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一
部改正に伴う規定の整備を行うため
（平成３０年４月１日から施行）

補正予算額　２３２，０５２千円
（議会費・総務管理費・社会福祉費等の追加）

平成２９年度五條市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）議定について

補正予算額　３４，１０７千円
（償還金及び還付加算金の追加）

平成２９年度五條市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）議定について

補正予算額１３，０５７千円
（後期高齢者医療保険料の追加）

平成３０年度五條市一般会計予算議定について 当初予算額　２０，２６０，０００千円
（対前年度増減率　９．４％）

長○ ○○ ○○ ○○○ ○ 可決○ ○

介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者の指
定権限が委譲されることに伴い、指定等に係る基準を定
める必要があるため（平成３０年４月１日から施行）

五條市ひとり親家庭等医療費助成条例及び五條市心身
障害者医療費助成条例の一部改正について

所得税法の改正に伴う文言の整理を行うため
（公布の日から施行）

五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基
準の一部が改正されたため(平成３０年４月１日から施行）

五條市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準を定める条例の一部改正について

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正
されたため(平成３０年４月１日から施行）

五條市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につ
いて

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護
予防支援等に係る介護予防のための効果的支援の方法に関
する基準の一部が改正されたため
(平成３０年４月１日から施行）

平成２９年度五條市墓地事業特別会計補正予算（第１
号）議定について

補正予算額　△１９，０７６千円
（墓地事業費の減額）

平成３０年度五條市下水道事業特別会計予算議定につ
いて

当初予算額　１，１４５，２００千円
（対前年度増減率　△１．１％）

平成３０年度五條市墓地事業特別会計予算議定につい
て

当初予算額　２，６００千円
（対前年度増減率　８．３％）

平成３０年度五條市介護保険特別会計予算議定につい
て

当初予算額　４，０００，５００千円
（対前年度増減率　△１．０％）

平成３０年度五條市大塔診療所特別会計予算議定につ
いて

当初予算額　４２，３００千円
（対前年度増減率　９．８％）

平成３０年度五條市農業集落排水事業特別会計予算議
定について

当初予算額　４，５００千円
（対前年度増減率　９．３％）

平成３０年度五條市後期高齢者医療特別会計予算議定
について

当初予算額　４７７，４００千円
（対前年度増減率　９．１％）

五條市副市長の選任について 樫内成吉氏の選任に同意
（任期：平成３０年４月１日から４年間）

五條市国民健康保険条例及び五條市後期高齢者医療に
関する条例の一部改正について

国民健康保険県単位化に伴う規定の整備を行うため
(平成３０年４月１日から施行）

五條市教育委員会委員の任命について 大西修二氏の任命に同意
（任期：平成３０年６月２１日から４年間）

五條市公平委員会委員の選任について 山本利恵子氏の選任に同意
（任期：平成３０年４月１日から４年間）

五條市固定資産評価審査委員会委員の選任について 間林耕司氏、谷口幸雄氏、山本喜代志氏の選任に同意
（任期：平成３０年４月１日から３年間）

〈報告案件〉 平成３０年度五條市土地開発公社の事業計画、予算及び資金計画の報告について
                           平成３０年度一般財団大塔ふる里センターの事業計画及び予算の報告について

平成３０年度五條市水道事業会計予算議定について 水道事業収益　　１，１１４，５４９千円　
水道事業費用　　１，１７７，７１６千円
税込当年度純損失　　△４３６，１５６千円

長○ ○● ○● ●○○ ○ 可決

五條市介護保険条例の一部改正について 介護保険法に基づく介護保険事業計画の策定に伴う介護
保険料を定めるため(平成３０年４月１日から施行）



議 案 名

議
決
結
果

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

議 案 名 議　案　の　概　要

議第８号　職員の退職手当に関する条例等の一部改正
について

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が
改正されたことに伴う、条例の一部改正
（公布の日から施行）

議第１４号　五條市国民健康保険税条例の一部改正に
ついて
議第２６号　平成３０年度五條市国民健康保険特別会
計予算議定について
発議第１号　洪水回避等を目的とした流量確保のため
の中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書に
ついて

平成３０年第１回３月定例会の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　欠＝欠席　　退＝退席　　長 ＝議長

　 議長交際費は、議長が五條市議会を代表して、議会運営上、特に必要と認める場合に予算の範囲内で
支出する経費です。　
　支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限になるよう努めています。
　平成２９年度の下半期（１０月～３月）の支出状況は、次のとおりです。　

　☆その他経費　　　６件　   ６５，１１０円　　☆儀礼的経費　　　５件   　４０，２００円
　☆賛助的経費　　　９件　   ４９，０００円　　　  合　　計  　   ２０件   １５４，３１０円

● ●

17 表決結果と議決結果ほか 16表決結果と議決結果

議 案 名 議　案　の　概　要

五條市過疎地域自立促進計画の一部変更について 事業内容の追加により、計画の変更を要するため
平成２９年度五條市一般会計補正予算（第８号）議定
について

五條市立学校給食センター設置条例の一部改正につい
て

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の生徒に学校
給食を提供するため（平成３０年４月１日から施行）

五條市認定こども園整備推進実施委員会条例の制定に
ついて

五條市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基
準等に関する条例の制定について

五條市立認定こども園の整備に伴い、施設の運営等に関
し、具体的な調査・審議を行う必要があるため
（平成３０年４月１日から施行）

五條市し尿汲取料等審議会条例の制定について

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい
て

一般職の給与について平成２９年８月８日付の人事院勧
告を受け改定された国家公務員給与に準じた改定を行う
ため（公布の日から施行、第２条・第４条及び附則第３
条は平成３０年４月１日から施行）

議第５号　五條市議会議員の議員報酬等に関する条例
の一部改正について

介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者の指
定権限が委譲されることに伴い、これらの申請に係る審
査手数料に係る規定を整備するため
（平成３０年４月１日から施行・経過措置）

五條市観光交流センターの設置及び管理に関し必要な事
項を定めるため（規則で定める日から施行）

五條市観光交流センター条例の制定について

所属機関の新規設置に伴う規定の整備を行うため（公布
の日から施行、第２条は平成３０年４月１日から施行）

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関す
る条例の一部改正について

長● ○● ●● ●○● ● 否決○ ●

  

伊   

谷     

賢   

司

  

平   

岡     

清   

司

  

窪   　

    

佳   

秀

  

吉   

田    　

   

正

  

牧   

野     

雅   

一

 

養   

田     

全   

康

  

大   

谷     

龍   

雄

  

山   

口     

耕   

司

  

岩  

本    　

    

孝

  

福  

塚    　

    

実

  

藤  

冨  

美  

恵  

子

吉   

田     

雅   

範

専決処分の報告、承認を求めることについて
(平成２９年度五條市一般会計補正予算（第７号）)

台風２１号災害等で被災した市道等の早期着工に係る予
算措置に急を要したため、専決処分を行った

長○ ○● ○○ ○○○ ○ 可決● ●

長○ ○○ ○○ ○○○ ○ 可決● ●

本市の公正妥当なし尿汲取料を検討するための五條市し
尿汲取料等審議会を設置するため（公布の日から施行）

五條市手数料徴収条例の一部改正について

五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部改正について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行
うため（平成３０年４月１日から施行）

五條市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい
て

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一
部改正に伴う規定の整備を行うため
（平成３０年４月１日から施行）

補正予算額　２３２，０５２千円
（議会費・総務管理費・社会福祉費等の追加）

平成２９年度五條市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）議定について

補正予算額　３４，１０７千円
（償還金及び還付加算金の追加）

平成２９年度五條市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）議定について

補正予算額１３，０５７千円
（後期高齢者医療保険料の追加）

平成３０年度五條市一般会計予算議定について 当初予算額　２０，２６０，０００千円
（対前年度増減率　９．４％）

長○ ○○ ○○ ○○○ ○ 可決○ ○

介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者の指
定権限が委譲されることに伴い、指定等に係る基準を定
める必要があるため（平成３０年４月１日から施行）

五條市ひとり親家庭等医療費助成条例及び五條市心身
障害者医療費助成条例の一部改正について

所得税法の改正に伴う文言の整理を行うため
（公布の日から施行）

五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基
準の一部が改正されたため(平成３０年４月１日から施行）

五條市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準を定める条例の一部改正について

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正
されたため(平成３０年４月１日から施行）

五條市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につ
いて

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護
予防支援等に係る介護予防のための効果的支援の方法に関
する基準の一部が改正されたため
(平成３０年４月１日から施行）

平成２９年度五條市墓地事業特別会計補正予算（第１
号）議定について

補正予算額　△１９，０７６千円
（墓地事業費の減額）

平成３０年度五條市下水道事業特別会計予算議定につ
いて

当初予算額　１，１４５，２００千円
（対前年度増減率　△１．１％）

平成３０年度五條市墓地事業特別会計予算議定につい
て

当初予算額　２，６００千円
（対前年度増減率　８．３％）

平成３０年度五條市介護保険特別会計予算議定につい
て

当初予算額　４，０００，５００千円
（対前年度増減率　△１．０％）

平成３０年度五條市大塔診療所特別会計予算議定につ
いて

当初予算額　４２，３００千円
（対前年度増減率　９．８％）

平成３０年度五條市農業集落排水事業特別会計予算議
定について

当初予算額　４，５００千円
（対前年度増減率　９．３％）

平成３０年度五條市後期高齢者医療特別会計予算議定
について

当初予算額　４７７，４００千円
（対前年度増減率　９．１％）

五條市副市長の選任について 樫内成吉氏の選任に同意
（任期：平成３０年４月１日から４年間）

五條市国民健康保険条例及び五條市後期高齢者医療に
関する条例の一部改正について

国民健康保険県単位化に伴う規定の整備を行うため
(平成３０年４月１日から施行）

五條市教育委員会委員の任命について 大西修二氏の任命に同意
（任期：平成３０年６月２１日から４年間）

五條市公平委員会委員の選任について 山本利恵子氏の選任に同意
（任期：平成３０年４月１日から４年間）

五條市固定資産評価審査委員会委員の選任について 間林耕司氏、谷口幸雄氏、山本喜代志氏の選任に同意
（任期：平成３０年４月１日から３年間）

〈報告案件〉 平成３０年度五條市土地開発公社の事業計画、予算及び資金計画の報告について
                           平成３０年度一般財団大塔ふる里センターの事業計画及び予算の報告について

平成３０年度五條市水道事業会計予算議定について 水道事業収益　　１，１１４，５４９千円　
水道事業費用　　１，１７７，７１６千円
税込当年度純損失　　△４３６，１５６千円

長○ ○● ○● ●○○ ○ 可決

五條市介護保険条例の一部改正について 介護保険法に基づく介護保険事業計画の策定に伴う介護
保険料を定めるため(平成３０年４月１日から施行）
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五
條
市
議
会
第
１
回
３
月
定
例
会
の
概
要

　

平
成
30
年
第
１
回
３
月
定
例
会
は
、
３
月
１
日

に
開
会
、
会
期
を
26
日
ま
で
の
26
日
間
と
決
定
し
、

初
日
に
市
長
か
ら
新
年
度
に
お
け
る
施
政
方
針
と
提

出
議
案
の
説
明
を
受
け
る
と
と
も
に
、
代
表
監
査
委

員
か
ら
平
成
29
年
度
定
期
監
査
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
平
成
30
年
度
各
会
計
予
算
案
を

は
じ
め
、
五
條
市
認
定
こ
ど
も
園
整
備
推
進
実
施

委
員
会
条
例
の
制
定
、五
條
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

条
例
の
制
定
、
五
條
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

改
正
、五
條
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
、

五
條
市
副
市
長
の
選
任
同
意
な
ど
の
重
要
案
件
が

市
長
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
会
か
ら
は
、
洪
水
回
避
等
を
目
的
と

し
た
流
量
確
保
の
た
め
の
中
小
河
川
の
河
道
掘
削

の
予
算
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書
を
提
出
し
、
そ

れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
を
行
う
と
と
も
に
、
11
名
の
議

員
が
一
般
質
問
を
行
い
、
３
月
23
日
に
閉
会
い
た

し
ま
し
た
。

　　

風
薫
る
５
月
、
こ
い
の
ぼ
り
が

勢
い
よ
く
翻
る
季
節
に
な
り
ま
し

た
が
、
本
市
で
も
約
15
年
ほ
ど
前

か
ら
吉
野
川
活
性
化
の
一
環
と
し

て
こ
い
の
ぼ
り
が
泳
い
で
い
ま
す
。

　

市
議
会
で
も
様
々
な
ア
イ
デ
ア

を
提
案
し
、
地
域
資
源
を
生
か
し

た
活
性
化
に
取
り
組
む
べ
く
活
動

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

梅
雨
入
り
も
間
近
で
す
。
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
体
調
を
崩
さ

れ
な
い
よ
う
健
や
か
に
お
過
ご
し

く
だ
さ
い
。

  

議
会
広
報
編
集
委
員
会

　
　

  

委
員
長　
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賢
司
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員
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岩
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委
員　
　
　

  

山
口　

耕
司
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吉
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正

　
　

 　

 

〃　
　
　

  

養
田　

全
康

　

      （
議
長
）　     

平
岡　

清
司

　
　

  （
副
議
長
）      

窪　
　

佳
秀

問い合わせ先 　五條市議会事務局
電話　（２３）２０００　〒637－8501 五條市本町 1丁目 1番 1号
平成３０年５月 1日発行　市議会だよりGOJO 6７号

　 （「新緑」  東野隆弘氏　宇智公民館写真サークル）

　

１
月
16
日
火
曜
日
・
２
月
16

日
金
曜
日
、
や
ま
と
ク
リ
ー
ン

パ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
、
平
成

30
年
や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事

務
組
合
議
会
第
１
回
臨
時
会
・

第
１
回
定
例
会
の
概
要
を
報
告

い
た
し
ま
す
。

　

第
１
回
臨
時
会
で
は
平
成
28

年
度
や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事

務
組
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
の
報
告
・
や
ま
と
広

域
環
境
衛
生
事
務
組
合
監
査
委

員
の
選
任
な
ど
の
３
議
案
が
提

出
さ
れ
、
管
理
者
よ
り
提
案
理

由
の
説
明
を
受
け
、
慎
重
審
議

を
経
て
全
員
一
致
で
そ
れ
ぞ
れ

承
認
並
び
に
同
意
さ
れ
閉
会
い

た
し
ま
し
た
。
や
ま
と
広
域
環

境
衛
生
事
務
組
合
監
査
委
員
に

は
大
谷
龍
雄
議
員
が
選
任
さ
れ

ま
し
た
。

　

第
１
回
定
例
会
で
は
平
成
30

年
度
や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事

務
組
合
一
般
会
計
予
算
（
歳
入

歳
出
予
算
そ
れ
ぞ
れ
７
億
６
，

２
０
２
万
５
千
円
）
を
議
題
と

し
、
管
理
者
よ
り
提
案
理
由
の

説
明
を
受
け
、
慎
重
審
議
を
経

て
採
決
の
結
果
原
案
ど
お
り
承

認
さ
れ
、
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事

務
組
合
議
会
の
報
告

                           （
概
要
）

　

２
月
22
日
木
曜
日
、
南
奈
良

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ

れ
た
、
平
成
30
年
第
１
回
南
和

広
域
医
療
企
業
団
議
会
の
概
要

を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
次
期
企
業
長
に

中
川
幸
士
氏
選
任
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

　

議
案
審
議
で
は
、
平
成
30
年

度
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院

事
業
会
計
予
算
、
南
和
広
域
医

療
企
業
団
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
を
一
部
改
正
す

る
条
例
等
の
議
案
に
つ
い
て
提

案
理
由
の
説
明
が
あ
り
、
全
て

が
総
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま

し
た
。

　

委
員
会
終
了
後
、
本
会
議
が

再
開
さ
れ
、
委
員
長
か
ら
収
益

的
収
支
は
２
億
円
弱
の
赤
字
で

あ
る
が
、
減
価
償
却
費
な
ど
を

含
め
た
実
質
収
支
は
、
１
億
２

千
万
円
余
り
の
黒
字
で
あ
る
と

の
報
告
が
あ
り
、
付
託
さ
れ
ま

し
た
６
議
案
に
つ
い
て
採
決
を

行
い
、
全
会
一
致
で
認
定
・
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

南
和
広
域
医
療
企
業
団
議

会
の
報
告　
　

  （
概
要
）
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18
ペ
ー
ジ

（退職された部長・次長の皆さんお疲れ様でした）

　    

      洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

 　一昨年８月の北海道・東北豪雨や、昨年７月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害
として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上が
っていることが洪水発生の一つの原因となっている。
　しかし、これまでの都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補
修の範囲として、各々の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情であった。
　そのような中、国土交通省は、今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の
結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度
の氾濫防止対策の一つとして緊急対策プロジェクトに盛り込んだ。
　しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、概ね３か年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所につい
ても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴がある区間」と限られている。
　よって政府においては、今回の緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真
に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組むことを強く求める。
                                                                             　   記                                
１　河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成 29年度補正予算で約 1,300
　億円が盛り込まれているが、次年度以降についても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保する
　こと。
２「中小河川緊急治水対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により
　被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定してい　
　るが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も含め検討する
　こと。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。
３　今回の「中小河川緊急治水対策プロジェクト」は、概ね３か年の時限的措置であるが、「防災・安全交付金」　
　を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的な制度となるよう検討すること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 　
                                                        　　　　　　　　　　　      平成３０年３月２３日     　　　　五條市議会


